
 
 

部会審議の進め方について（岩手の若者部会） 

１ 部会の役割                                       

次期総合計画の策定に向けた議論を進める上で、これからの岩手の主役である若者層の意

見、提言等を十分に踏まえ、計画づくりに反映させていくことが重要です。 

このため、岩手の若者部会においては、12の幸福領域を踏まえつつ、特定の政策分野に限

らず、各委員の専門分野や活躍分野、関心の高い課題などについて、幅広い意見、提言等を

いただき、これからの 10 年の方向性や、県が取り組むべきことについて審議を行い、その

結果を取りまとめて審議会の審議に反映させます。 

２ 主に所掌する政策分野                                   

若者の視点による県の政策に関すること（特定の政策分野に限らない） 

３ 主に関連性の強い12の幸福領域                                 

若者の視点による12の幸福領域に関すること（特定の幸福領域に限らない） 

４ 主な審議内容                                        

「暮らし」、「仕事」、「学び・文化・スポーツ」などの施策全般に関し、次の事項について

審議します。 

（１）現状と課題について 

分野ごとの本県の現状と課題を整理します。 

（２）目指す姿（具体的な展開方向） 

現状と課題を踏まえて、基本的な方向性では、幸福の領域の視点も取り入れながら、目

指す姿の実現のために必要な仕組みや取組の方向について検討を行います。また、具体的

な展開方向では、取組などの内容、主体・役割分担などについて検討を行います。 

開催時期 審議の内容等 備考 

第１回部会 

11月８日（水） 

・部会長及び副部会長の互選について 

・部会審議の進め方について 

・次回の部会に向けて 

審議会本体と併

せて開催 

第２回部会 

12月中～下旬 

・現状と課題について 

・今後の方向性について 

 

第３回部会 

２月13日（火） 

・目指す姿（具体的な展開方向）について 審議会本体と併

せて開催 

第４回部会 

４月下旬 

・中間答申（素案）について  

第５回部会 

５月頃 

・中間答申（案）について 審議会本体と併

せて開催 
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